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下級判所裁判官指名諮問委員会福岡地域委員会（第２０回）議事要旨

（福岡地域委員会庶務）

１ 日時

平成２２年５月２１日（金） １４：５５～１５：４０

２ 場所

福岡高等裁判所公用室

３ 出席者

（委 員）清水治，新関輝夫，永尾広久，野口郁子，山口幸雄（委員長）

（庶 務）根占総務課長，東総務課課長補佐

（説明者）平田事務局長

４ 議題

(1) 弁護士任官（１０月期）候補者に関する情報の取りまとめについて

(2) 判事任命（下半期）候補者に関する情報の取りまとめについて

５ 審議資料（添付省略）

６１ 弁護士任官（１０月期）候補者に関する情報

６２ 判事任命（下半期）候補者に関する情報

６ 協議等

(1) 弁護士任官（１０月期）候補者に関する情報の取りまとめについて

庶務から，審議資料６１の情報１０件（弁護士任官（１０月期）候補者に

関する情報）について，情報の提出時期及び情報提供の在り方については問題

がない旨の説明があった後，審議され，審議資料６１の情報についてはすべて

を下級裁判所裁判官指名諮問委員会に送付することについて全委員が了承した。

ただし，寄せられた情報について委員から次のとおり意見が述べられた。

・ 検察官から情報が寄せられなかったことは残念である。

・ ネガティブ情報の中には，内容が共通しており，的確に問題点を指摘して
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いると思わせるものがあった反面，他の情報から醸し出されるニュアンスと

はかけ離れており，情報提供者の感情的な意見ではないかと感じさせるもの

もあった。

(2) 判事任命（下半期）候補者に関する情報のとりまとめについて

庶務から，審議資料６２の情報５件（判事任命（下半期）候補者に関する

情報）について，情報の提出時期及び情報提供の在り方については問題がない

旨の説明があった後，審議され，審議資料６２の情報についてはすべてを下級

裁判所裁判官指名諮問委員会に送付することについて全委員が了承した。ただ

し，寄せられた情報について委員から次のとおり意見が述べられた。

・ 特定の地域の裁判官に対する情報が寄せられなかったのは残念である。

・ 弁護士との会話の中で，裁判官に関する情報を当委員会に提供することは

面倒であり，特にネガティブ情報を提供することは精神的な負担もあると

の話があった。

・ 寄せられた意見の中には，ポジティブ，ネガティブのいずれを主とするも

のか判然としないものがあった。

・ ネガティブ情報については，裁判官として不適格とは思わないが，もう少

し意欲を示して欲しいという叱咤激励の意見ではないかと受け取った。

７ 次回及び次々回の福岡地域委員会の期日が，次のとおり指定された。

(1) 次回(第２１回)，９月１７日（金）１５：００

(2) 次々回（第２２回），１１月５日（金）１５：００


